
ご利用契約書

ていることを前提とする．

１．社会d90R序と柑低を■える方

２．迅圭区当会心■何劃E今．壬匁抹澗になっていない方

３．年⑤が２０厘以上の方

４．甲が曳伯を何ｌｂすることに速切であると判断した方

５．本9Uj9を正しく理解された上で、同意し遵守される方

６．甲が組介する相手会且に対し、８A実に対応できる方

《H1２条》（パックマージン）

相手会貝より佃団を受けた原のバックマージンは以下の通り規定する．

１．甲の綱介する相手会只より､乙に対する独占DuHiの申し込みがあった掛合､乙は相手会貝よワ得る金Ａ２のうち毎回２６％を甲に支払うものとする．

２．乙より甲に支払われたパックマージンは、その性質及び名称の如何雀問わず、一切を近近しないものとする．

《第３条》《前払いのパックマージン）

１．乙が甲より紹介される相手会貝との独占契約を希且する91合にはパックマージンnt｢払いとしてあらかじめ甲に先払いするものとする．

２．乙は１によりパックマージンの前払いをすることにより、その前払いされたパックマージンの額に連するまでは、本契約谷第２哀で定める甲へ

のパックマージンが全額免除され、相手会瓜より10ろ全額を全額受け取ることが出来る．

《第４条》（前払いパックマージンの取り扱い）

本典的杏第３条により支払った帥払いのバツクマージンは、乙と甲の紹介する相手会貝との独占解い，を、当咳H1払いパックマージンを支払ったことに

より当咳独占契約の完ﾖﾋﾞを確約するものではな１，､ため、当咳独占9QDQの完ﾖnmに当8k相手会貝の責めに帰すべき事由により改占DBA9を受けたにもかか

わらず紹介の継UU力k困難となった場合には、必然的に当放独占契約はnJ減する．また、その場合であっても当破パックマージンは一切返還しない。た
だし、下肥の項目に放当するＮｉ合、甲はその金額を全額返還しなくてはならない．

1．乙が紹介を受ける予定であった当眈相手会艮が、不慮の事故により５年以上の長期入院および死亡したことを甲がpH餌した拐合は紹介が因確であ

るとして、甲は第３条により乙が支払ったパックマージンを全額返還する．

２．乙が甲へ第３条で定める前払いパックマージンを支払った後、２ケ月を経過しても一度も紹介を受けられなかった場合は、甲は第３条にて乙が支
払ったパックマージンの全額を返辺する．

３．その他、甲が必要と判断した梱合には、甲は第３条にて乙が支払ったバックマージンを全額近通する．

４．上妃に咳当しない沮合は、前払いのパックマージンは一切返近しない。

《第６条》（返辺方法）

甲が第４象で規定するnt｢t､'､パツクマージンの近透を行う場合は、乙は甲の指定する返辺HO求依頓谷を提出し、その廠の双方、本契約８８係者の戦Uuに
応じて甲は対応し、その後状況を妃戟した支払い叶面宮をもとに、甲に墨母されている乙の連絡先および住所に返送もしくは返信する．当政支払計画
は甲が決定する．その支払いに当たっては乙の指定する金融樋囲へ目Z金擾込みとし、その掴込みにより発生する手数料は甲淑負担するものとする。
《H５６ｑｂＤ（前払いパックマージンの立特）

Ｎｉ払いのパツクマージンは、木9,約客筋４条で規定する通り独占典h9の完遂前に相手会貝の帰すべき＊由によりu白占DHh9を受けたにもかかわらず伍介

の絃&騨因丘となった洛合は一切逼迫されないが、その原に別の相手会､。（以下「別会jq｣）との独占５２約を受けられる俎合は、当nkBI会貝との致占契
約に対して支払うパツクマージン(以下｢BBKj）に対して、乙は近近されることの無くなった前払いのパックマージン分まで甲に立て稗えさせること
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を可飽とし、その蓬8日分の支払いにより、当Bk別会貝と独占契約を受けることが出来る．この場合､既に支払った前払いのパツクマージンの方が､ＢＢＫ
より多かった■合、その埜額は返近しないものとする．

《第７条》（立替の効果）

木契約第６条の前払いパックマージンの立替をしたdo合、次の効果があるものとする．

１.当政相手会貝と乙との独占契約以前の独占契約は完丁したものとなる．

２．乙は甲の立替分を含めて第２条の１に規定するパックマージンの支払いを免れる．

３．本契約谷と同内容の契約をあらたに締絃したものとし、立智は乙の入金及び申し出を砿箆し、その日をDuh9崎枯日とする．

４．甲は、立替分を乙のjfl寸企とは出来ず、その返済を求めることは出来ない．

５．乙は立替をすると本状１に規定する通り当政則会jlとの独占;Q約ntIに支払った蝕占§ﾛﾊ向の前払いパツクマージンの返近を拾§回するときは立$fを希

画せず、本;q約第５条の通り近辺の手醜吉を独占9RA9のI幽鬼力8困難とされたロから６日以内に申nWし、その申nＭKあったときは、甲は速やかに乙

へ興麟ない分を返近しなくてはならない．乙が立替を希画した#9台は、ＢＢＫより前に支払われた前払いバツクマージンは一切返迫しない．
《節Ｂ鋤（立替の条件）

本契約谷第６条の前払いバックマージンの立替をした場合は、次の効果舐あるものとする．

１.乙自らが立替を希望し、乙からの要亘があったとき

２．独占契約の完ﾖﾋﾞ前に相手会H1の帰すべき理由により独占契約解消となったとき．

《第９条》（禁止される行為）

乙は、吹の行為を行ってはならないものとする．

ｌ・甲を通じて知り合った相手会員と当会を介ｉｔず私的に交際する行為．

２・他の会pH、あるいは第三者のプライバシーを侵害する行為。

３・他の会風、あるいは鯖三者を腓的中GI、侮辱したり名替を傷つける行為．

４．世案活動、その他営利を目的とした行為、またはこれに類する行為．

５・他の会貝、第三者に迷感や不利益を与えるなど甲が不適切と判断した行為．

噸１０殿（契約の解除）

乙が以下のいずれかに酸当する場合、甲は乙への通知・承浦無く本契約＆解除できるものとする。この掛合、乙から支払われた本09約第２条および園
３条に規定するパックマージンは－切返近しないものとする。また、木契約解除後、甲に在俺中、甲の紹介により知り合った第三者とのトラブルに関
しては、甲は一切の文任を負わないものとする．

１．本契約第9条に述反する行為をした場合。

２．己に対して他会貝からクレームがあり、甲の健全な運営Iこ支障をきたすと甲が判断した場合も

３・契約締結時の届け出ない内容に虚偽偽りがあったと甲が判断した場合も

４・乙の所在が６ヶ月以上不在となった泌合．

５．その他、会貝としてふさわしくないと甲が判断した掛合も

６．甲または乙が破産した場合．

《第１１条10（免宜）

甲は、相手会juとの９０係で乙が被った＄象について一切の責任を負わないものとする｡ただし、本契約中に被った本象に関しては、屍に支払いを受け
た前払いパックマージンの金額の範囲内で本契約中に被った事象を保征する掲合がある．
《繭１２鋼（損害日日U、

乙が本契約中に述反した行為を行った場合、不正もしくは違法な行為によって甲に被害を与えた場合、甲は適切な対処を行うことができ、乙に対し損
害H6UI賄求が出来るものとする．

《第１３条》（クーリングオフ）

１.甲及び乙は、本契約締結から１０日間をクーリングオフ期間とすることを砿餌する．
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２.乙は、クーリングオフ期間中は、特段の理由なく本契約を解隙できるものとし、本契約第８条において規定する前払いのパツクマージンを甲は返
迫するものとする。

３．クーリングオフの受付は本契約谷妃牧の甲の所在地及び連I間先とする。

《ｎｉ１４鋤（個人情報の定麓）

甲において個人情報とは、甲が乙よりF配gした氏名・住所.、話番号･生年月日・性別･その他の記述により、乙佃人の特定が可掴なものと定終する．
《第１５条》（個人情報の利用目的）

甲は、乙の個人情報を以下の目的以外には使用できないものとする。

１．本人岡如B、連絡

2．会且分析

３．関連企業でのhWu共有

４．営業活動

《第１８条》（個人備籾の朋示）

甲は、啓察・監督庁などにより会員情報開示要碕がある場合を除き、第三者への会pH個人の情報開示、提供を行わないものとする．
《第１７条》（個人情穂の安全管理）

甲は、個人情報の取り扱いに関する規定を整佃し、従業貝に周知・敏青することで、個人情報を適切に取得・利用・提供する．また、取得した個人I官
報について、鋼洩・滅失の防止、及酬固人情報への不正アクセスを防止することに努めるものとする．

《第１８条》（宜伝用写真の薯作椎）

甲が宣伝用に乙の写真などを姫H几た場合、当砿写真などの著作相は甲に､'すものとする．

《第１９条》（協磁卒頃）

本書に定めのない卒項につき疑縫が生じた閲は、関連法令及び－HHUk召に従い甲と乙との間で賊愈を持って協麟し、これを解決するものとする．
《第２０条》（会員対応窓ロ）

甲は乙に対して賊爽に対応するための対応窓口を設け、その連絡先と対応内容は次の通りとする．
連絡先住所

趣膳

ＦＹｌＸ 

対応内容

１．入会金に対寸-ろ内容

２．営業に対する内容

３．クーリングオフに対する内容

４．返金に対する内容

５.その他上記に付帯する一切の内容

《第２１条》（特別返金）

前払いのパックマージンは、木契約第４条及び第６条、第７条の規定を除いて返迅されないが、本契約篇８条、第４条に規定する通り、甲が必要と囲
めたときは本契約第５条の近近方法をもって乙に甲が認めた範囲内で返近される。
《第２２条》（双方努力）

甲乙は互いに良好な関係を築くために努力しなくてはならない．

1.甲は乙にI催BU的に紹介できるようできる限りの随囲で広告をする．

2．相手会貝が独占契約の継統を望むのは、乙のサービスへの満足度が最大の要因であるため、乙は相手会､u鋲泊足するよう壮大限のサービスをbu供
する．

3.甲は、乙が紹介を受けた相手会員に対して、乙への独占契約を勧める．
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《第２３条》（契約の有効期限）

締結の日より２年、とする。ただし、期間MDT３ヶ月以内に当麟会貝より更新掴色の意思表示が無い場合、

＋ろ．

《第２４鰯（一時的な中19,

当サービスは、次のいずれかに陵当すると弊社が判断した場合、一時的にサービスを中断すること郡司館割

な事態が生じたなどの緊急時には、告知無く当システムを一時的に停止することができる．

１・火災・停虹などにより、当サービスの提供ができなくなった場合｡

２.地2E・噴火・洪水・津波などの天災により、当サービスの提供ができなくなった掛金

３．その他、運営上・技帝上、当サービスの一時的な中断が必要であると当クラブが判断した場合も

自助的に契約期H1内容が延長されるものと

一時的にサービスを中断すること郡司龍であるとし、当サービス用のシステムに具備

《第２５条》（合江笹格）

本規定に関する紛争に関しては、東京地方肘､判所を第一審の符棺醜判所とする。

平成●鯵
甲所在地

連絡先

名称

乙所在地

返盤先

氏名

１ 
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可■展

預託証明書

平成q仇年珀月ODq
当錘明岱は、弊巷仲介にて荷殿Iﾆご契約いただし､ており裏す相子会風樺との件で、

〔預托金衿拷円〕もお預かりさせていただいており堂すことを狂明致し室す。

妃

預け主

住所

氏名一一二

預かり

住所

名称

泓上

上妃に就き、弊一口－をIEA下「甲｣、荷殿を「こ」として泓下の条項を双

方承鍔するものとさせていただき童す。

【第一条】

契約は､乎戯や年■月も日より乎成砂年⑭月も勵禽でとし､契約jwm淘丁
時、「zjjの申し入れによる契約期間鍵佳を双方同意の上可能とする．
【第二余】

「甲」は「△」に対し契約期側溝丁時、及び相子会同との契約満了時に、逆やかに預托
会を返迅する。

【第二余】

「甲」は「△」に対し、金銭預托に関する対応函ロを設けろ。
退路先０３￣￣
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